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●藍綬褒章
　相川一郎　先生（吉南医師会）
 平成 23 年 4 月 29 日

 永年にわたり社会福祉に貢献されました。

●旭日双光章
　武内節夫　先生（下松医師会）
 平成 23 年 4 月 29 日

 永年にわたり保健衛生、地域医療の発展に寄与され

ました。

●旭日双光章
　上田尚紀　先生（山口市医師会）
 平成 23 年 11 月 3 日

 永年にわたり保健衛生、地域医療の発展に寄与され

ました。

●厚生労働大臣表彰 ( 社会保険関係功績者 )
　小田達郎　先生（山口市医師会）
 平成 23 年 10 月 26 日

 永年にわたり社会保険診療報酬支払基金の「審査の

充実」向上に貢献され、医療保険制度の発展に寄与さ

れました。

ご栄誉をたたえ、心からお祝い申し上げます。

顕　　彰
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●厚生労働大臣表彰 ( 国民健康保険関係功績者 )
　村上不二夫　先生（美祢郡医師会）
 平成 23 年 10 月 11 日

 永年にわたり山口県国民健康保険診療報酬審査委員

会の委員として精勤され、医療保険制度の発展に寄与

されました。

●厚生労働大臣表彰 ( 国民健康保険関係功績者 )
　齋藤　瑛　先生（萩市医師会）
 平成 23 年 10 月 11 日

 永年にわたり阿武町国民健康保険運営協議会の委員

として精勤されました。

●厚生労働大臣表彰 ( 産科医療功労者 )
　富山忠彦　先生（岩国市医師会）
 平成 24 年 1 月 27 日

 永年にわたり地域のお産を支え、産科医療の推進に

貢献されました。

●厚生労働大臣表彰
　　( 山口労災保険診療委員会委員永年表彰 )
　池本和人　先生（萩市医師会）
 平成 23 年 11 月 23 日

 永年にわたり山口労災保険診療委員会委員として尽

力されました。

●日本医師会最高優功賞
　藤原　淳　先生（山口市医師会）
 平成 22 年 11 月 1 日

 日本医師会理事として、地域医療及び日本医師会の

事業推進に貢献されました。

顕　　彰
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●山口県選奨
　　久保宏史　先生（厚狭郡医師会）

　　近藤　勉　先生（下関市医師会）

　　永谷　忠　先生（宇部市医師会）

　　福永茂藏　先生（長門市医師会）

　　木下敬介　先生（長門市医師会）

　平成 23 年 11 月 18 日
　保健衛生・環境、社会福祉、学校保健の推進

に貢献されました。

●社会保険診療報酬支払基金理事長
河内山哲朗感謝状
　　池本和人　先生（萩市医師会）

　平成 23 年 5 月 31 日
　多年にわたり山口県社会保険診療報酬請求書

審査委員として尽力され、その功績による感謝

状を受けられました。

●山口県国民健康保険団体連合会表彰
　　安武俊輔　先生（山口市医師会）

　　道重博行　先生（山口市医師会）
　平成 23 年 10 月 10 日

　国民健康保険診療報酬審査委員として貢献
されました。

●山口労働局長功績賞
　　渡邉秀夫　先生（防府医師会）

　平成 23 年 7 月 1 日
　小規模事業場における健康相談や個別相談の

指導に携わり、産業保健活動の活性化や労働者

の健康確保に寄与されました。

●山口県教育委員会教育功労者表彰
( 平成 22 年度 )

　　堀家英敏　先生（徳山医師会）

　　石津　衞　先生（防府医師会）

　　河野　清　先生（光市医師会）

　　福永茂藏　先生（長門市医師会）
　平成 22 年 11 月 11 日

　学校保健の振興に寄与されました。

●山口県教育委員会教育功労者表彰
( 平成 23 年度 )

　　田村勝博　先生（吉南医師会）

　　野村弥生　先生（下関市医師会）

　　鈴木紘子　先生（宇部市医師会）

　　桜田顕栄　先生（徳山医師会）

　　市山正宏　先生（柳井医師会）
　平成 23 年 11 月 21 日

　学校保健の振興に寄与されました。

●平成 23年度学校保健連合会表彰
( 学校保健功労者 )

　　友近　洋　先生（長門市医師会）
　平成 24 年 1 月 12 日

　学校保健の向上に貢献されました。

●第 46 回日本高気圧環境・潜水医学会
学術総会最優秀演題賞
　　玉木英樹　先生（萩市医師会）
　平成 23 年 10 月 29 日

　学術総会にて、世界で初めて海
あ ま

士の方の静脈

性気泡が見つかったことの演題を発表され、授

与されました。

ご栄誉をたたえ、心からお祝い申し上げます。

顕　　彰
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今月の 視点今月の 視点

理　事 林  　 弘人

航空業界に学ぶ医療安全

はじめに
　「あなたはミスをしたことがありますか？」、

衝撃的なタイトルの論文が英国麻酔学会会報誌

（Bulletin of the Royal College of Anaesthetists）第

48 号（2008 年 3 月発行）に掲載された。この論

文の著者はマーティン・ブロミリー氏、英国民間

航空会社のパイロットである。彼の妻イレインは、

2005 年 4 月、予定手術の導入時に問題が生じ亡

くなった。彼は、「事故から学ぶ―航空業界がど

のように“ヒューマンファクターズ”を利用して

いるか」を紹介し、医療界におけるノンテクニカ

ルスキルトレーニングの導入を提唱している。

　先日、平成 23 年度日本医師会医療安全推進者

養成講座で、大阪大学医学部附属病院中央クオリ

ティマネジメント部長　中島和江先生のご講演を

拝聴した。先生はマーティン・ブロミリー氏の論

文を題材にして、「チーム医療におけるノンテク

ニカルスキルの重要性」という演題で講演され、

わが国におけるヒューマンファクターズの理解と

導入、臨床現場においてより安全性を向上・確保

するためのノンテクニカルスキル教育及びそのト

レーニングの重要性を力説された。

　また、最近参加した指導医養成ワークショップ

では、指導教官を務める現役パイロットから、航

空業界と医療界を比較した示唆に富む話をお聴

きして感銘を受けた。史上最悪の航空事故とい

われるテネリフェ空港ジャンボ機衝突事故の検

証結果から、ICAO（International Civil Aviation 

Organization：国際民間航空機関）は、事故防止

マニュアルを発表し、その中で安全運航確保のた

めには、とりわけ TAG (Trans-Cockpit Authority 

Gradient；操縦室内権威勾配 ) が重要であると指

摘しているとのことであった。

　今回、これら二つの医療安全に通ずる航空業界

から学ぶべき興味深い概念、ノンテクニカルスキ

ルと TAG について紹介したい。

ノンテクニカルスキル
マーティン・ブロミリー氏の論文は、イレイ

ンの物語というサブタイトルで始まる。イレイン

は内視鏡的副鼻腔手術と鼻中隔形成術を受ける予

定になっていた。術前の麻酔計画は、気管挿管は

行わず、ラリンジアルマスクで気道を確保すると

いうものであった。しかしながら麻酔導入時、ラ

リンジアルマスク挿入不能に陥った。フェイス

マスクと経口エアウェイを用いた 100％酸素で

の換気も非常に困難な状況が続き、酸素飽和度は

40％まで低下した。ここで麻酔科医は誰もが予

想するとおり気管挿管に頼ろうとした。しかし、

この気管挿管も困難であった。この時の本質的な

問題は、“換気不能”と定義すべきところを“挿

管困難”として行動し続けたところにあると考

えられた。これは、固着と呼ばれる行動パターン

で、すべての注意を振り向けることで、ストレス

の高い状況への対処を助けてくれるというもので

ある。看護師が気管切開セットを用意しても医師

たちが関心を示さなかったのは、この固着による

ものであったと考えられる。実際、CICV（Cannot 
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平成 24 年 1 月 7 日の穏やかな新春

の午後、琴の音色に歓迎され、平成 24

年医療関係団体　新年互礼会が開催され

た。まず団体の方々の挨拶である。代

表の県医師会長木下敬介先生がトップを

きられた。この会の目的は医療現場の生

の声を関係各位に聞いてもらい、行政に

取り入れてもらうために開催することに

なったと述べられた。また今年度健康福

祉に 20% の予算の増額がなされている

ことに対してわれわれは意気に感じ、力を尽くす

べきだと話された。

続いて二井開成県知事の「新春のお言葉」が

あった。昨年の国体に対する支援に対して感謝さ

れた。登る龍の如く、元気を出して頑張ってほし

いと激励された。

そして、恒例の来賓ご挨拶に続いた。まず山

口県選出の 4 人の国会議員の先生方であった。

次の予定があるとのことで林　芳正議員が最初

に挨拶された。安定した保守政権の復活を述べら

れ退出された。次に安倍晋三議員がわれわれは時

間がたっぷりありますからと場を和まされ挨拶と

なった。政権奪回を述べられた。

高村正彦議員は平均寿命が世界一のわが国の

いつでも、どこでも診療を受けられる医療の維持

と平成の開国 (TPP) は誇るべき医療保険が脅かさ

れると述べられた。

河村建夫議員は山口県の医療の素晴らしさを

話され、また外憂内患を高杉晋作の言葉を利用さ

れ述べられた。

岸　信夫議員は医療界をバックアップし、政

治が機能しなかった民主党に政権を託すわけには

いかないと述べられた。

その後、恒例の如く多くの来賓の方のご挨拶

が続いた。その中でも野村興兒萩市長、大西倉雄

長門市長の陰陽格差と椎木　巧周防大島町長、山

田健一平生町長の医療格差についてのお話が切実

な医療現場の声だろうと思った。

いつもと同様に挨拶だけで約 1 時間であった。

江里健輔山口県立大学学長の乾杯の音頭で互礼会に

移った。医療界の各セクションの方々が一同に集ま

り親交を深めるのは意義深いことだと思う。お互い

の協力が前進する唯一の力だと考えられる。ただ、

出席者は大部分が 60 歳以上の方と思うと、起立で

挨拶を 1 時間近く聞くのは酷であると思った。今回

は倒れる方もなく、無事に 7 時過ぎに終了した。

帰り際に岸　信夫議員から挨拶を受けた。昨

年、市内のホテルのエレベーターの中で偶然に乗

り合わせた。挨拶をして自己紹介をしたのである。

それを覚えていてくださったのであろう。島根県

出身の竹下元首相の記憶力の素晴らしさに感動し

たことがあるが、そのことを思い出しながらホテ

ルを後にした。

医療関係団体新年互礼会
と　き　平成 24 年 1 月 7 日（土）17:00 ～ 19:00

ところ　ホテルニュータナカ平安の間 
［報告：広報委員　渡邉　惠幸］
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卒業時の到達目標と到達度を設定することや、人

間のとらえ方やものの見方を涵養する教養教育な

どが必要である。

　母性看護学の実習についてはポスター等を作成

し、看護を受けられる方や家族の方へ看護学生の

実習の意義を説明し、ご協力をお願いしている。

　国家試験については、看護師は 90％くらいの

合格率である。現在、国家試験の出題形式や出題

基準について検討中である。

　次に新人看護職員研修の推進について説明す

る。看護職員の就業者の内訳は病院が 892,003

人（62％）、診療所が304,247人（21％）などとなっ

ている。また、平成 22 年 3 月に卒業した方の就

業場所では、病院が 47,791 人（78％）、診療所

が 1,906 人（3％）となっている。そのような看

護職員を迎えた病院等では、職場で新人看護職員

が一人前に育っていくために新人看護職員の研修

が努力義務として平成 21 年度の法改正で位置づ

けられ、平成 22 年度から実施された。新人看護

職員研修ガイドラインを作成しているので、ホー

ムページを見て、ご活用いただきたい。

（http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/12/s1225-24.html）

　昨年度はその支援として 17 億円の予算を確保

し、病院等が行う研修や都道府県実施事業などに

活用していただいた。今年は 2 年目になり予算額

は 12 億円となり減少したが、活用をお願いする。

　次に平成 24 年度看護職員関係予算の概要につ

いて説明する。養成力の確保対策として看護師等

養成所運営事業について 45 億 900 万円を確保

した。また、専任看護教員の養成、実習指導者の

養成について補助している。さらに看護教員養成

支援事業（通信制教育）改善費として 6,700 万

円を計上している。これは、教員のあり方に関す

る検討会において言及されてもいるが、8 か月の

長期間の研修を受ける負担の軽減策としてｅラー

ニングができるものについては通信制を一部導入

するものである。来年度はコンテンツを検討し、

平成 25 年度から一部ｅラーニングを取り入れた

教員養成講習会を実施する方向性である。医療提

供体制推進事業費補助金（看護関係予算の一部が

含まれる）については、本年度は 255 億円となっ

ており、ほぼ昨年と同額である。なお、都道府県

実施分については各都道府県において看護職員の

確保のために、皆様の声を届けていただきたい。

議事 2
准看護師を対象とした事業展開に対する都道府
県看護協会へのアンケート結果について

日本看護協会常任理事　洪　愛子
　この事業の目的は、知識、技術の習得により看

護の質を向上することと看護師資格取得の動機づ

けを促進することにある。実施した事業は研修、

交流会・懇談会、進学説明・相談会、就業支援で

ある。研修の内容としては、医療安全や感染対策

などである。また、進学説明・相談会では奨学金

や進路、受験についての情報提供をしている。

議事 3
平成 23 年度医師会立助産師・看護師・准看護
師学校養成所調査中間集計について

日本医師会常任理事　藤川謙二
　今年度は日医の調査が遅れており、中間集計結
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山口県医師会（防府看護専門学校）　医師会立看

護学校の卒業生の地元への就業率は非常に高い。

それに対して大学の看護科は低い。しかしながら、

国からの補助金の基準額は全日制看護師 3 年課

程、全日制看護師 2 年課程、准看護師課程と順

次低くなっている。その基準額の算定根拠を教え

てほしい。どういうことで調整率が決まっている

のか。地元定着率が高い医師会立看護学校の補助

金が低く、全日制看護師課程に補助が手厚いのは

なぜか。

厚生労働省　基準額はそれぞれ課程別に専任教員

の数があり、この関係上、基準額が決まっている。

調整率については、財務省の予算執行調査におい

て定員の数でみたときに学生納付金は定員が多い

ところほど少ないことがまず一点ある。さらに収

支率も勘案し、メリハリをつけるようにとのこと

であった。メリハリということについては、不足

感があるところもあるが、ご理解いただきたい。

―要望：行政の圧力が看護教育の中で強くなっ

ていると感じている。定員のことについても

一人でも多かったら行政指導の対象となる。

厚生労働省は看護教育全般の進め方について

再検討してほしい。

厚生労働省　定員については地方厚生局、都道府

県が対応しているが、質の担保という意味で何割

までとはいえないが、一人でも多いと、すぐに問

題になるということについては、さまざまな状況

もあるので、厚生局や都道府県に意見を伝える。

―要望：補助金は県を通じて配分されるが、満

額は支給されない。埼玉県では 8 割くらいしか

ない。国から県へ何らかの対応はできないか。

厚生労働省　現状では難しい。いわゆる「ひも付

き交付金」は止めろと自治体からいわれる。機会

があればご意見は伝えたい。

―要望：EPA に関して、看護師試験だけでは

なく准看護師試験も受験できるようにすべき

である。

厚生労働省　これは滞在資格が特別に認められて

いることや国と国との協定でもあるので、ご理解

いただきたい。

日医　准看護師として滞在して仕事をしていただ

き、1 年後にまた看護師試験を受けることには賛

成だが、最初の協定の時にクロスライセンスで国

家試験に合格していることを前提にしており、国

家試験があるのはフィリピンだけである。インド

ネシアやベトナムは登録だけである。そこをクリ

アしなければならない。

日医　准看を残すことは医師会立養成校の正看を

残すことになる。准看を廃止すると自動的に養成

校は全日制になる。全日制になると働きながら学

べなくなるので、地域の医療機関に看護師不足が

直撃する。絶対に准看護学校は守る。

閉会
日医　今日は活発なご議論をしていただき感謝申

し上げる。准看護学校の新設、復活は法律で禁止

されていない。日医も努力したい。今後ともよろ

しくお願いする。
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開会挨拶
木下会長　本日は大変お忙しい中、平成 23 年

度第 2 回郡市医師会長会議にお集まりいただき、

ありがとうございます。

　政権交代後 2 年が経過し、この間、3 人の総理

大臣が誕生した。一人目も二人目も就任時の高支

持率が短期間で急落し、いずれも 1 年前後で総

辞職を余儀なくされている。この 9 月 2 日に誕

生した三人目の総理大臣も就任わずか 100 日ば

かりで高支持率が激落して不支持率が支持率を上

回ってきたのが現状だ。マニフェストはほとんど

実現されていないし、消費税は 4 年間引き上げ

ないという目玉の公約が、｢ 上げる、上げない ｣

と与党内でもめているような状況である。

　そのような状況下で、つい最近、｢ 受診時定額

負担の導入 ｣ と ｢TPP への参加 ｣ が医療関係者に

とって大きなニュースとなった。9 月 23 日、医

療関係 41 団体で構成された ｢ 国民医療推進協議

会 ｣ は、総会においてこの 2 つはいずれも国民

皆保険制度の崩壊につながるとして、反対の決議

を採択した。国民皆保険制度は、いつでも、どこ

でも、誰でも安心して安全な医療が受けられるだ

けでなく、お互いが支え合うという共助の精神が

あり、日本医師会をはじめ医療関係団体はこれを

堅持しなければならないという考えのもとに対応

してきた。｢ 受診時定額負担の導入 ｣ と ｢TPP へ

の参加 ｣ に対する反対の理由として、定額負担に

ついては、受診時に 1 ～ 3 割の負担を課してい

る上に定額徴収することは本来の保険制度の考え

からはずれること、サラリーマン 3 割負担の改

正の際、これ以上の負担を課さないという附議事

項がつけられていること、受診抑制が起こり疾病

の重症化につながることなどにより、国民皆保険

制度を壊しかねないとしている。受診抑制につい

ては、100 円の定額負担で 1 年間に 2,000 億円

の財源が得られ、さらに 2,000 億円の受診抑制

効果が見込まれ、計 4,000 億円の財源効果があ

ると試算されており、最初から受診抑制が想定さ

れているから、ひどい話ではある。

　平成 13 年の米国の「年次改革要望書」につい

ての小泉・ブッシュ会談の中で、｢ 日本の医療制

度に市場原理主義導入 ｣ が取り上げられて以来、

規制緩和と称して「混合診療の全面解禁」と「医

療への株式会社参入」が導入されようとしてきた。

TPP に参加すれば、この 2 つの項目が要求され

ることは必須で、医療の営利産業化により国民皆

保険制度の崩壊につながることから、「TPP への

参加」に反対することにしたわけである。

　日本医師会は都道府県医師会に対して、定額

負担導入反対の行動として新聞広告と署名運動

を、また、これに加えて TPP 参加反対の手段と

して住民集会を行い、決議文を知事、地元選出

郡市医師会長会議
と　き　平成 23年 12 月 15 日（木）15：00 ～ 16：30

ところ　山口県医師会　6F 会議室
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の国会議員に提出することを指示した。署名運

動は、12 月 7 日までに県内の郡市医師会から

54,334 名、県民の健康と医療を考える会関係か

ら 19,553 名の計 73,887 名の署名が集まった。

署名運動にご協力いただいた郡市医師会の会長は

じめ、会員の先生方に感謝申し上げたい。12 月

9 日、日本医師会館で行われた国民医療推進協議

会主催による ｢ 日本の医療を守るための総決起大

会」において、｢ 全国から 773 万 2,801 名の署

名が集まり、これを添えて国会へ定額負担導入反

対の陳情をする ｣ と発表された。

　この総決起大会には、国会議員 33 名を含め全

国から約 1,000 名が参加して、｢ 受診時定額負担の

導入 ｣ と ｢TPP への参加 ｣ などによる医療の市場化

に反対し、国民皆保険制度を断固として守り続け

るとする決議が採択されたことを報告しておく。

　話はかわるが、診療報酬改定の問題が大詰めを

迎えてきた。2 日前の情報によれば、来年度予算

編成を前に 12 月 16 日の民主党厚生労働部門会

議総会で議論され、最終的には 12 月 19 日頃の

大臣折衝によって決着する見通しとのこと。プラ

ス改定が期待されるが、財務省が厚生労働省に対

して 2.3％を超える引き下げを求める方針を固め

たとの情報もあり、プラス改定は難しい状況にあ

るといえる。社会保障と税の一体改革、消費税引

き上げ、TPP への参加、普天間飛行場移設など

の喫緊の重要問題を抱えて収拾のつかない状況に

ある政府及び政権与党には、診療報酬改定にきち

んと対応できるかどうか疑問であると言わざるを

得ない。中央が混沌としているこのようなときに

こそ、私たちは自分の足元をしっかり固めていか

なければならない。

　嬉しいニュースを付け加えておきたい。｢ 山口

国体･山口大会 ｣ が天皇･皇后杯を獲得して総合優

勝し、大会期間中

に特に大きなトラ

ブルもなく、盛会

のうちに終了した

ことについて、11

月 25 日、各協力団

体に県知事より感

謝状が贈呈された。

山口県医師会も協

力団体として感謝

状をいただいた。

会員の先生方のご

協力に感謝する。

　本日の郡市医師会長会議には、医師会組織の基

本ともいえる新法人制度移行に関する議題を上程

した。郡市医師会と県医師会の連携を強固なもの

にして、県民の健康と医療に貢献できる医師会活

動を推進していきたいと考えているので、どうか

ご協力、ご支援のほどをお願い申し上げて挨拶と

したい。

議題
1. 中国四国医師会連合各種研究会報告
　各担当理事より報告、詳細は山口県医師会報 1

月号 82 頁～ 98 頁を参照。

　郡市会長からは、「防災対策について、病院 ( 災

出席者
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( 代理 )

　本日の郡市医師会長会議には、医師会組織の基
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広報委員　堀 　 哲 二

　平成 23 年 12 月 15 日に開催された郡市医

師会長会議を傍聴させていただいた。

　議題は中国四国医師会連合各種研究会の報

告、山口県医師会並びに郡市医師会組織変更に

伴う説明、郡市医師会からの意見要望であった。

　中国四国医師会連合各種研究会報告は、山口

県医師会報の平成 24 年 1 月号 82 ～ 98 頁を

参照。本会議報告は別稿で掲載されるので、議

事内容の詳細は省略する。

　議題の中で、まず注目したのが TPP 問題で

ある。TPPがそのまま実行されると一次産業で

は大打撃を受け、三次産業では方針の大転換が

必要である。日本医師会では平成 22 年 11 月

30 日付で TPP 交渉参加表明に関連して、日本

医師会側の見解を述べているが、説得力に欠け

ていると考えられる。

　現在の日本医師会の組織力、世界経済の流

れから考えれば、TPP の医療への全面参加で、

医療制度の崩壊へ進むことは明らかであろう。

　木下会長が冒頭挨拶で述べられたが、こうい

う時こそ、日本医師会と国民はお互いに知恵を

出し合って、日本の素晴らしい医療体制を維持

しなければならないと思う。医師会の納得でき

る対応をお願いしたい。

　中国四国医師会連合各種研究会報告の中で

は、特に防災対策研究会の各県の防災対策に注

目した。昨年の東日本大震災の記憶は新しいが、

山口県でも台風による高潮被害、数年前の多数

の犠牲者を出した防府地域の土砂災害がある。

　高知県からの報告によれば、高知県では面積

の 80% が森林であり、人口の 40% が、医療機

関の 50% が高知市へ集中しているという。土

佐湾へ津波が来れば、県中核医療機関はすべて

機能不全に陥るという。

　高知県に比べれば、山口県は都市、医療機関

は分散しており、県全体が機能不全に陥ること

は少ないと思われる。

　ところが、山間部地域では政府の防災地域危

険箇所の統計によれば、山間部防災危険箇所数

は広島県、島根県に次いで、山口県は全国でワー

スト 3 である。原子力の影響も少なく、海か

らの悪影響も少ない自然環境である反面、山口

県では山間部過疎地域や山陰部地域への災害時

医療救護体制のさらなる対応が必要である。

　郡市医師会側から、地域における医療格差、

医師確保対策、TPP 問題など、現場での切実

な要望、意見があった。各項目につき、県医師

会担当理事による要を得た説明があり、杉山専

務理事の的確な進行により、会議はスムーズに

進行、予定時間より約 30 分早く終了した。

　医療を取り巻く問題は山積している。平成

24 年 2 月には県医師会役員選挙もある。今こ

そ、県医師会と郡市医師会はその責務を分担か

つ連携し、山口県地域の医療に貢献してほしい

と思う。
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破産するか黙って死を待つ

しかなかった。アメリカの

ような弱者を切り捨てる制

度ではなく、日本から国民

皆保険を世界に広めていく

必要がある」と国民皆保険

制度堅持の必要性を強くア

ピールされた。

　次に来賓として鈴木克昌

民主党筆頭副幹事長、下地

幹郎国民新党幹事長、茂木

敏充自民党政務調査会長、

坂口　力公明党副代表、阿

部知子社民党政策審議会長

からの挨拶が行われた後、日本医師会の横倉副会

長が趣旨説明、日本歯科医師会の大久保会長と日

本薬剤師会の児玉会長が決意表明を行った。その

後山崎學日本精神科病院協会長が決議文を朗読、

受診時定額負担の導入反対及び TPP 参加交渉に

よる医療の市場化に反対し、断固として国民皆保

険を守り続けるとする決議を採択した。最後に日

本医師会の羽生田副会長による「頑張ろうコール」

で締めくくった。

受診時定額負担に反対する署名活動
標記活動を平成 23 年 10 月 12 日から翌月 24

日まで実施、全国から 7,732,801 人分の署名を

集め、陳情として衆参両院議長に提出された。

山口県下の郡市医師会からは 54,334 名分、

県民の健康と医療を考える会・関係団体から

19,553 名分、計 73,887 名分の署名をいただい

た ( 平成 23 年 12 月 7 日 14 時現在 ) 。会員の先

生方のご協力に感謝申し上げたい。

さて、受診時定額負担については、その後民

主党内での反対意見もあり、来年度からの導入は

見送られることとなった。しかし厚労省は「断念

したわけではない」としているので、混合診療同

様、今後もぶり返されることは間違いないと思わ

れるが、770 万人を超える反対署名という重み

を強く受け止めていただきたいものである。TPP

については世界に向けて 2 人の首相が交渉参加

を表明した以上、参加を中止することは難しいと

思われるが、少なくとも国民の生命の安全にかか

わる事項（医療、食の安全等）については除外事

項とするよう、強く主張してもらいたい。いずれ

にしても今後も、長期にわたる反対運動を繰り返

し行っていくことが重要と考える。

決　　　議

　このたびの東日本大震災は、未曾有の出
来事であり、被災地の一日も早い復興を願
うものである。
　このような時こそ、明日の安心を約束す
る持続可能な社会保障体制を守ることが必
要である。
　今、患者にさらなる負担を求める受診時
定額負担の導入を進める動きがある。
　また、TPP 交渉のなかで、公的医療保険
が対象となれば、医療の市場化を招く事態
が強く懸念される。
　これらはいずれもわが国の優れた公的医
療保険制度を崩壊へと導くものである。
　われわれは、だれもが等しく医療を受け
られる国民皆保険を、これからも断固守り
続けていく。

以上、決議する。
　平成 23 年 12 月 9 日

日本の医療を守るための総決起大会
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学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）の活
用と現状

山口県立総合医療センター　　　　　　
小児科診療部長　長谷川真成

　平成 19 年 4 月に、文科省

より「アレルギー疾患に関す

る調査研究報告書」が発表さ

れ、学校やクラスにはアレル

ギー疾患の子どもたちがいる

という前提に立った学校の取

り組みが必要であるとの認識

が示された。その後、日本学

校保健会において「学校のアレルギー疾患に対す

る取り組み推進検討委員会」が設置され、中央教

育審議会より「子どもの心身の健康を守り、安全・

安心を確保するために学校全体としての取り組み

を進めるための方策について」が示された。これ

らの経緯を踏まえ、平成 20 年 3 月に「学校のア

レルギー疾患に対する取り組みガイドライン」と

「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」が作

成され運用されることとなった。

　本講演では、学校生活管理指導表の活用につい

て述べた。指導表にはそれぞれの疾患の『病型・

治療』について記載をし、さらに『学校生活上の

留意点』として学校での活動と各疾患で注意が必

要な事項について記載が行われる。最後に記載し

た医師名・医療機関名（気管支ぜん息とアナフィ

ラキシー・食物アレルギーにおいては緊急時連絡

先）を記載する。

　各疾患について簡単に述べる。

①気管支ぜん息は 5.7％の児童・生徒に認めら

れる。重症度分類を参考に日頃の活動に注意

を払い、発作時治療薬の記載を参考に学校で

の初期対応が行われる。ぜん息発作は、運動、

ホコリ・動物などによって誘発されるため留

意が必要である。

②アトピー性皮膚炎は 5.5％に認められる。重症

度分類を参考にしながら、使用中の外用剤・

内服薬を把握し、抗ヒスタミン薬内服時の眠

気などへの配慮も必要である。皮疹はプール、

紫外線、動物との接触などで悪化するため、

活動時のケアなど学校で可能な限りの対応を

期待する。

③食物アレルギーは 2.6％、アナフィラキシーは

0.14％に認められ、学校生活においてはもっ

とも厳密な対応が必要となる疾患である。病

平成 23年度
山口県医師会学校医研修会

と　き　平成 23年 12 月 4日　13：00 ～ 14：30

ところ　山口県医師会　6F 会議室



平成 24 年 2 月 山 口 県 医 師 会 報 第 1818 号

188

型の確認を行い、原因食物を正しく記載し、

緊急時の対応がスムーズに行えるように関係

者間であらかじめ連携を深めておく必要があ

る。給食、食品・食材を扱う活動、運動など

症状を誘発しうる事項をしっかりと把握し、

保護者とともに対応を検討する必要がある。

④アレルギー性鼻炎は 9.2％、アレルギー性結膜

炎は 3.5％に認められる。それぞれ、病型・治

療薬などを確認し、特に屋外活動における配

慮が必要となる。

　子どものアレルギー疾患は日々、症状・重症度

が変化する。そのため本指導表は原則として毎年

更新が必要である。学校―保護者―医療機関の連

携を十分に図り、児童・生徒が安心して安全に学

校生活が行えるよう、本指導表が十分に活用され

ることを期待する。

学校腎臓病検診のすすめかたについて
厚生連小郡第一総合病院

小児科　白石昌弘
　慢性に経過する種々の

腎尿路系疾患を早期に発

見し、早期治療を行うこ

とにより治癒あるいは予

後を改善することを目的

として、1974 年から学

校腎臓病検診が全国で開

始された。山口県でも 1986 年に学校腎臓病検診

主治医精密検査実施ガイドラインを作成し、現在

は 2001 年に改訂したガイドラインに従って検診

が行われている。

　検診を行う際にその精度を上げるためには、検

尿試験紙の適正な保管、使用が必要である。また

採尿に際しては、前日に陰部をよく洗浄し、体位

性蛋白尿の混入を回避するため、就寝前に必ず排

尿し、起床すぐの早朝第一尿を用いて検査するこ

とが重要である。高学年女子の場合、生理の影響

を避けるため、月経中及び月経終了後 1 週間以

内の採尿は避けたほうがよい。

　大まかな概略としては、まず学校で検尿を行い、

血尿又は蛋白尿とも（±）以上を認めたときに再

度検尿を施行する。そこでも（±）以上の結果で

あれば保護者へ連絡し、学校医又は主治医への受

診・精密検査を勧める。糖尿では 1 回でも（±）

以上を認めたときは精密検査を勧める。必要なら

ば腎疾患専門医への紹介も行い、診断、管理区分

が決定すれば、精密検査受診票、生活管理指導表

に記載し学校へ提出する。

　具体的に精密検査を行う際は、精密検査受診

票に示した各項目について検査を行い記載してい

く。〈（1）既往歴、家族歴の問診、（2）早朝第一

尿で検尿 3 回、（3）血圧測定、（4）身長測定、（5）

血液検査（Cr など）その他の検査、（6）暫定診断、

（7）管理区分、（8）腎臓手帳の交付の有無、（9）

専門医への紹介の有無〉

　（6）の暫定診断で、診察、検査結果から各診

断に振り分け、管理区分を決定し、定期的な検尿

や採血を行っていく。運動制限に関しては、一律

に運動を中止するのではなく、クラブ活動でもで

きるだけ参加できるように、可能な運動を個々人

で設定していく。

　腎疾患専門医へ紹介するめやすとしては、（+）

程度の顕微鏡的血尿が 1 年以上続く時、（2+）以

上の蛋白尿や、血尿 + 蛋白尿の時、肉眼的血尿、

低蛋白血症、低補体血症、高血圧、浮腫、腎機能

障害の合併、良性家族性血尿を除く家族性、遺伝

性腎疾患の疑い、治療に抵抗する尿路感染症、尿

路奇形の疑いなど、検尿異常に加え明らかな他の

異常を呈する場合に、確定診断、早期治療を目的

に一度受診を勧めてもらう。

「学校医活動記録手帳」の活用方法について
理事　茶川治樹

…山口県医師会報、平成 23 年 12 月号「今月の

視点」1042 頁～ 1044 頁参照。
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　昨年の 12 月 6 日に厚生労働省より平成 22 年

医師・歯科医師・薬剤師調査結果が公表されてい

ます。医師・歯科医師・薬剤師の性別、年齢、業

務の種別、場所、診療科等その実態を明らかにす

ることを目的として、2 年に一度、それぞれの法

律にもとづいて集計したものです。医科に絞って

紹介してみると、医師数は 295,049 人（前回に

比べ8,350人、2.9％増）、女性医師数は55,897人、

18.9％（3,900 人、7.5％増）で、やはり女性医師

の増加が著しいようです。施設別では病院従事者

61.3％（3.8％増）、診療所従事者 33.7％（1.9％増）

となっています。年齢階級別にみると、40 ～ 49

歳が 24.3％と最も多く、次いで 30 ～ 39 歳が

23.0％となっていて、病院に従事している年代は

30 から 39 歳代が多く、反面、診療所に従事して

いる年代は 50 から 59 歳代が最も多く、20 歳の

開きがあるようです。性別でみると、前述のごと

くですが、すべての年齢階級で「男」の占める割

合が多くなっていますが、「女」の占める割合は、

69 歳以下では年齢階級が低くなればなるほど高

く、「29 歳以下」では 35.9％となっています。診

療科別をみると、「小児科」が 15,870 人（4.2％

増）、「産婦人科・産科」が 10,652 人（2.5％増）、

「外科」27,820 人（1.1％増）となっています。「小

児科」及び「産婦人科・産科」に関しては、種々

の対策にて増加しているようですが、「外科」に

関しては微増で、さらなる対策が待たれます。都

道府県別にみた人口 10 万人当たりの医師数をみ

ると、全国では 219.0 人で前回に比べ 6.1 人増と

なっています。最も多いところは京都府（286.2

人）、次いで東京都（285.4 人）、徳島県（283.0 人）

で、最も少ないところは埼玉県（142.6 人）、次

いで茨城県（158.0 人）、千葉県（164.3 人）となっ

ています。山口県では医師総数は 3,383 人、女性

医師数 483 人（14.2％）であり、人口 10 万人当

たりの医師数は、233.1 人となっています。

全国的には、医師総数は微増傾向にあり、女性

医師の占める割合も増加傾向にあります。しかし

ながら、地域別、診療科別に医師数の偏在は依然

として著しいようです。山口県は、全国と同じよ

うな状態にあり、女性医師対策、引き続き「小児

科」、「産婦人科・産科」、「麻酔科」、「脳外科」、「外

科」への対策、地域別偏在化（特に山陽、山陰地

区の格差）には注視、対策をしていかなければな

りません。ちなみに、平成 23 年 12 月 1 日現在

の会員数を報告しますと、山口県医師会の会員数

は、2,670人で昨年に比べ27人の減でありました。

そのうち日本医師会の会員数は 2,135 人で、昨年

に比して 33 人の増でありました。勤務医の医師

会加入、日本医師会加入促進は、今後も引き続き

取り組んでいかなければなりません。

山口県医師互助会事業廃止に伴う民間医療保険

のあっせんについてのお願いがあります。本会の

互助会事業につきましては、第 167 回の代議員

会において、平成 24 年 3 月 31 日をもって廃止

することが決定されているところであります。廃

止後の補償制度を検討する中で、会員の方が個人

で新たに民間保険に加入する場合、年齢制限や告

知義務などいろいろな制限が生じ、加入できなく

なるケースがあることから、理事会で検討してま

いりました。その結果、損保ジャパンからの新・

団体医療保険がふさわしいのではないかとの結論

に至りました。よく内容を吟味され、ご検討をお

願いします。

1 月 7 日に広報委員会がありまして、TPP 参加

反対のチラシについての検討がなされました。メ

副会長

小

田

悦

郎
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インタイトルは「今、日本の国民皆保険制度が危

ない !!」、サブタイトルは「TPP による影響とは ?」

と決定いたしました。今号が皆様のところに届く

前にすでに配付されていると思いますが、従業員

及び患者さんの説明等にお役立てください。

1 月 12 日に定款等検討委員会がありました。

①平成 24 年度山口県医師会費の賦課方法につ

いて、②平成 24 年度役員等の報酬について、③

「山口県医師会会員弔慰金規定」の制定について

の諮問が会長よりなされ、①と②については前

年どおりで、③については各号会員の年会費を

ベースとし、負担割合を試算すると、第一号会員

100,000 円、第二号会員 30,000 円、第三号会員

20,000 円とすることが適当であるとの答申が会

長になされました。同日に平成 23 年度診療情報
提供推進委員会が開催されました。山口県医師会

相談窓口受け付け状況についての説明では、相談、

苦情等計54件で、その内容としては、医療機関（特

に医師）の接遇に関することが一番多く、次いで

医療の内容、医療機関の紹介となっています。電

話での相談・苦情がほとんどで、来訪は、3 件で

ありました。

1 月 18 日に、勤務医のための主治医意見書の
書き方講習会が独立行政法人国立病院機構岩国医

療センターにおいて開催されました。今回は、勤

務医の先生方を対象として、介護保険主治医意見

書の重要性を理解してもらうことを目的として、

開催されたものであります。受講者は 24 名であ

りました。

1 月 21 日に山陽小野田市にて、市民公開講
座が開催されました。小野田市医師会のお世話

で、第 1 部はちひろコンサート、第 2 部は、北

里生命科学研究所所長　中山哲夫先生をお招きし

て「これからの予防接種～ワクチンがもたらす恩

恵～」と題しての特別講演でありました。参加者

数は 100 名でありました。

寒い日が続いております。会員の皆様方には、

どうかお体をご自愛くださいませ。地震も頻発し

ております。防災対策が急がれます。
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死体検案数掲載について
山口県警察管内発生の死体検案数

自殺 病死 他殺 他過失 自過失 災害 その他 合計
Dec-11 38 189 2 17 10 256

死体検案数と死亡種別（平成23年12月分） 

自殺 

病死 

他殺 

他過失 

自過失 

災害 

その他 

2
0 0

38

189

1017
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　平成 7 年に周東病院に赴任し、医師会に入会

させていただき、今年で 17 年になります。しか

しながら、勤務医の多くがそうであるように、医

師会の研修会には興味のある話題の時に参加する

だけ、医師会の忘年会も出たり出なかったりの不

真面目な会員でした。そのような私ですが、平成

22 年に柳井医師会の理事に選んでいただき、2

年間務めさせていただきました。勤務医にとって

は、医師会活動がどのようなものか想像すること

は困難です。2 年間理事会に出席させていただく

ことで、少しは理解できるようになりましたが、

まだ、自分の中で十分に消化できておりませんの

で、今回は趣味のことを書かせてください。

　私の趣味は読書と音楽鑑賞で、寝転がってでき

ることばかりで非生産的です。音楽のジャンルも以

前は民謡と演歌以外は何でも聴いておりましたが、

50 代になると、そうもいかず、最近はクラシック

を中心に聴いております。40年前のロックのレコー

ドジャケットに書いてあったように音量を最大限に

上げて聴きたいところですが、近所迷惑になるし、

家族にも顰蹙を買います。このストレスを解消す

るにはコンサートに出かけるのが一番です。私の住

む柳井市周辺には、シンフォニア岩国とパストラル

ホール ( 旧周東町 ) という立派なホールがあり、ク

ラシックファンには恵まれた土地です。

　シンフォニア岩国は、山口県が市場調査など全

く行わずに岩国市に作ったと思われるクラシック

専用のコンサートホールです。客席も 1,200 席

とオーケストラの聴けるコンサートホールにして

は小さく、満席になることも無いため音がよく響

きます。楽団員が巨人ぞろいのオランダのコンセ

ルヘボウ管弦楽団のコンサートでは、前方の席で

したので、眼前に巨大な音の建築物が構築される

ようでした。岩国では、ロンドン交響楽団、パリ

管弦楽団、チェコフィル、イスラエルフィル、レ

ニングラードフィルなどのコンサートも生で楽し

むことができました。大多数の納税者にとっては

税金の無駄遣いにしか見えないホールですが、私

にとってはありがたいホールです。このホールに

はオーケストラピットがあるため、本格的なオペ

ラやバレエのコンサートにも対応できます。オペ

ラに関しては、まだ昭和の頃、フィレンツェの学

会に行ったおり、フランス語のオペラをイタリア

語の字幕で見て、爆睡するという経験をして以来、

毛嫌いしていました。しかし、シンフォニア岩国

で、日本語の字幕スーパー付きのオペラを見て以

来その魅力に気付き、欠かさず行っております。

旧共産圏の歌劇場の公演が中心ですが、レベルは

高いと思います。バレエも一時期はボリショイや

キーロフなど超一流のバレエ団の素晴らしい公演

がありましたが、最近は県の補助金が減ったため

か、少しさびしい内容です。しかし、山口県、広

島県のコンサートホールでは演奏会の企画の質も

含めて一番優れたホールだと思います。

　パストラルホールは、山陽自動車道の玖珂イン

ターから西に田んぼの中を車で 10 分ほど走った

辺鄙な場所にあり、騙されて山の中に連れてこら

れたかと心配された出演者もいるそうです。こち

らは 500 席ほどのホールで、残響時間が長いの

で有名です。室内楽や、ピアノやギターのコンサー

トが年に 1 ～ 2 回あり、特に前方の席で聴くと

自宅のリビングでプロの方に演奏してもらってい

るような贅沢な気分になれます。

どちらも素晴らしいホールだと思いますが、

残念ながら空席が目立ちます。シンフォニア岩国

では学生は 1,500 円程度で聴けますので、是非

ご家族で聴きに行ってみてください。

柳井医師会　馬場　良和

山口県の素晴らしいホール
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山口県内の病院、診療所の先生方には、献血

者の採血副作用発生の際には突然の診療をお願い

し、また適切に対応していただいておりますこ

とに感謝しております。この場をお借りいたしま

してお礼申し上げます。採血副作用は献血者の約

1% に発生し、その中では VVR( 血管迷走神経反

射 ) が大部分を占めますが、他に皮下出血、神経

損傷、穿刺部痛などがあります。中でも VVR に

伴う転倒による頭部打撲が重症となる可能性があ

りますので、VVR を起こされた方には次回の献

血をご辞退していただいております。VVR は採

血中の発生が一番多いのですが、採血後の休憩時

や採血後の食事中や帰宅途中、また帰宅後にも発

生する可能性があります。採血副作用につきまし

ては、献血者に安心して献血に参加していただけ

るように健康被害が生じた場合に医療費等を補償

する「献血者健康被害救済制度」が設けられてお

ります。

また、この度は献血採血基準についてお知ら

せできる機会を頂き、ありがとうございます。献

血の際の基準が、診療されている先生方からする

と「なんで ?」というものが多々あるようですの

で、今回、日本赤十字社の献血採血基準について

説明させていただきます。

献血の際には、献血者の健康被害防止と輸血

用血液の安全性の 2 面から、自己申告に基づく

問診票に沿って検診医が問診しており、体重、ヘ

モグロビン濃度を加味して献血の適否を決めて

おります。問診事項は全部で23項目ありますが、

問診事項 3 にて服薬の有無の確認をしておりま

す。別表に示しますように、当日服用していても

採血してよい薬物、当日服用していなければ採血

してもよい薬物、服薬中止から 3 日間は採血し

ない薬物、服用している原疾患により採血しない

薬物、重大な副作用のため採血しない薬物と大き

く分けて 5 種類に分けられます。

検査用項目としてはウイルス関連では HBs 抗

原、HBc 抗体、HCV 抗体検査、HIV 抗体検査、

HTLV-1 抗体検査、梅毒血清学的検査、ヒトパ

ルボウイルス B19 抗原検査、不規則抗体検査、

HBV-DNA 、HCV-RNA 、HIV-RNA 検査を施行し、

すべて陰性でかつ ALT が 61IU/L 未満の血液を

検査に合格したものとして、輸血用製剤や血漿

分画製剤の原料として使用しています。逆に言え

ば、それ以外の検査は基準としていないため、問

診での採血の有無が安全な血液製剤を確保するた

めに必要となります。また、特に、ウイルス感染

症のウインドウ期の除外が必要ですが、自己申告

に基づくため、検査目的で来られる方を見分ける

ことが出来ません。もちろん自分が感染している

と思ってもいない方が感染されているケースも少

なからずあるのではないでしょうか。

問診事項 11 、12 、13 で現病歴、既往歴を確

認いたします。基本的には、IgA 腎症など慢性腎

臓病、投薬治療中の糖尿病、心筋梗塞・狭心症な

どの心臓病、脳卒中の既往、てんかんの既往、白

血病などの血液疾患、がんなど悪性腫瘍の既往な

どは、献血者の健康被害防止のため献血できませ

ん。また、C 型肝炎、B 型肝炎キャリア、マラリア、

シャーガス病、リーシュマニア症などの感染症は

既往があれば、輸血用血液の安全性のため献血し

ていただけません。インプラント治療は 1 か月

以上経過、カテーテルアブレーションは 6 か月

以上経過、人工関節や髄内釘等の人工物が入って

いる人は術後 6 か月以上など、献血までの期間

が決められているものもあります。

問診事項 14 、15 、16 、17 、18 で渡航歴を

確認いたします。海外から帰国後、場所はどこで

山口県赤十字血液センター所長　藤井　輝正

血液センターの採血基準について
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